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第 23期第２回（令和７年度第２回）山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会議事録 

 

【委員会】 

１ 開 催 日 時   令和７年６月 12日（木） 午後１時 00分 

２ 開 催 場 所   山口市滝町１番１号 山口県庁 10階 漁業調整委員会室 

３ 招 集 者   山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会会長 森友 信 

４ 開催通知を   令和７年６月９日（月） 

発した日  

５ 通知した議題 

（１）議  題 

第１号議案 浮きはえ縄漁業の禁止について（委員会指示更新）  

第２号議案 山口県資源管理方針の一部改正について（諮問）  

第３号議案 特定水産資源（まさば及びごまさば対馬暖流系群、ぶり）に関する令和７ 

      管理年度における知事管理漁獲可能量について（諮問）  

第４号議案 新規の許可又は起業の認可及び許可の有効期限について（諮問）  

（２）報告事項  

報告事項ア 全国海区漁業調整委員会連合会令和７年度通常総会の結果について  

報告事項イ 令和７年度漁期における山口県小型機船底びき網漁業と大分県姫島たこ 

つぼとの操業調整について  

報告事項ウ さんまに関する令和７管理年度における漁獲可能量変更に伴う目安数量 

の変更について 

 

６ 出 席 者  

（委員：13名） 

森友 信、三浦 忠、小田 貞利、河野 直行、河内山 満政、内藤 武、竹本 信正、

大谷 誠、松浦 栄一郎、市川 秀次、渡壁 勝則、小林 亨、原田 博之 

（県及び事務局） 

水産振興課       生産振興班 

 

            漁調調整取締班 

 

 

 岩国・柳井・周南農林水産事務所  水産班 

 山口・美祢・周南農林水産事務所  水産班 

下関水産振興局 

 

 

主査      吉田 剛 

主任      國森 拓也 

主査      枝廣 直樹 

技師      竹川 陽菜 

技師      大谷 拓也 

主任      山根 知樹 

主査      田中 全 

主査      神尾 豊 
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 山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会事務局 事務局長    魚津 勝 

書記      石田 健太 

書記      藤井 玲光 

７ 傍聴人 なし 

８ 付議事項及び審議結果 

（１）議案 

第１号議案 浮きはえ縄漁業の禁止について（委員会指示更新）  

 【審議結果】 

   原案のとおり委員会指示を更新することを決定した。 

第２号議案 山口県資源管理方針の一部改正について（諮問）  

 【審議結果】 

   原案のとおりで特に異議はない旨、知事に答申することとした。 

第３号議案 特定水産資源（まさば及びごまさば対馬暖流系群、ぶり）に関する令和  

     ７管理年度における知事管理漁獲可能量について（諮問）  

 【審議結果】 

   原案のとおりで特に異議はない旨、知事に答申することとした。 

第４号議案 新規の許可又は起業の認可及び許可の有効期限について（諮問）  

 【審議結果】 

   原案のとおりで特に異議はない旨、知事に答申することとした。 

（２）報告事項  

報告事項ア 全国海区漁業調整委員会連合会令和７年度通常総会の結果について 

      事務局から報告を受けた。  

報告事項イ 令和７年度漁期における山口県小型機船底びき網漁業と大分県姫島たこ 

つぼとの操業調整について  

        事務局から報告を受けた。 

報告事項ウ さんまに関する令和７管理年度における漁獲可能量変更に伴う目安数量 

の変更について 

        水産振興課から報告を受けた。 

 

９ 審議の概要 

 

 

魚津事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただいまから令和７年度 第２回 山口県瀬戸

内海海区漁業調整委員会を開催します。 

本日は、委員定数 15名のうち、13名の委員にご出席をいただいてお

りますので、漁業法第 145条の規定により、委員会が成立しております

ことを報告します。 

それでは、開会にあたりまして森友会長からご挨拶をいただければと

存じます。 
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森友会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚津事務局長 

 

 

 

 

 

森友会長 

 

 

 

両委員 

 

森友会長 

 

 

石田書記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、本日は令和７年度、第２回の委員会にお集まりいただき、あり

がとうございます。 

委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

先日、山口市内で開催された、全国海区漁業調整委員会連合会の総会

は無事、盛況のうちに終えることができました。 

総会では、長谷 元・水産庁長官を講師にお招きし、「これからの海

区漁業調整委員会について」と題した講演をしていただきました。 

その中で、長谷講師から、「海や社会の環境は、今後も激変が予想さ

れることから、漁業調整委員会が、次世代を担う若者の声に耳を傾け、

随時、規制を見直していく必要がある」とのお話をいただきました。 

私としても、山口県の水産業の発展に寄与できるよう、力を尽くして

いきたいと考えていますので、皆様方におかれましても、引き続き、ご

協力をお願いいたします。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは議事に入りたいと思いますが、当海区漁業調整委員会の議長

は、同委員会運営規程第４条第２項の規定に基づき、「会議の議長は、

会長をもって充てる」こととなっておりますので、以降の進行は森友会

長にお願い致します。 

 

議事に先立ち、議事録署名人を指名させていただきます。 

今回は、三浦副会長と小林委員さんにお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは第 1号議案「浮きはえ縄漁業の禁止について」事務局から 

説明をお願いします。 

 

事務局の石田と申します。 

議題について、座って説明させていただきます。 

お配りしている資料の１ページをご覧ください。 

第１号議案「浮きはえ縄漁業の禁止について」、経緯から説明させて

いただきます。 

この浮き延縄という漁法は、はえ縄の仕掛けを海底に固定せず、潮流

に任せて広範囲を流しながら魚を釣るものであり、昭和 60 年頃にふぐ

狙いの漁法として、県内に広まっていきました。 

ただ、この漁法は小型のふぐが漁獲され、資源の有効利用上好ましく

ないことや、漁具の移動により、他種漁業の操業に支障がでることから、
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森友会長 

 

 

 

 

森友会長 

 

 

 

 

森友会長 

 

 

 

 

藤井書記 

 

昭和 61 年、ふぐ狙いの浮き延縄に関しては、委員会指示により禁止さ

れることとなりました。 

その後、伊予灘西部海域において、大分県の漁船がたちうお浮きはえ

縄と称して、ふぐ浮きはえ縄と同様な漁具、漁法で操業を行うようにな

り、内海東部地区から当該漁業についても禁止するよう要望が出されま

した。 

要望を受けて、当委員会はたちうお浮きはえ縄を禁止する方向で、各

共励会の意見を聴いた結果、全ての浮きはえ縄を禁止すべきとの意見で

あったことから、ふぐに限らず、浮き延縄を全面禁止とする委員会指示

を発出することが決定されました。 

その後、平成 13 年に指示の有効期間を 1 年から３年に変更し、現在

に至っています。 

平成 17 年以降、大分県漁船による当該委員会指示違反が相次ぎ、そ

の都度、委員会の申請に基づき知事命令を発出しています。 

知事命令を受けた漁船の中では、知事命令違反として送致された事例

もあります。 

次のページに委員会指示の案を記載しております。 

指示する内容としましては、「浮きはえ縄漁具を使用して、浮きはえ

縄漁業を営んではならない。」とする漁業の禁止であり、制限する海域

は、「山口県瀬戸内海海区」です。 

指示の有効期間は、「令和７年７月１日から令和 10年６月 30日まで」

になります。事務局からの説明は以上になります。 

 

説明が終わりましたが、委員の皆様から、ご意見やご質問はございま

せんか。 

 

--------------------------質問等なし。------------------------- 

 

他にご意見等がなければ、第１号議案の諮問について、原案のとおり

委員会指示を更新することとしてよろしいでしょうか。 

 

--------------------------異議なしの声------------------------- 

 

全員異議なしと認めます。第１号議案は原案どおり委員会指示を更新 

することとします。 

続いて、第２号議案は「山口県資源管理方針の一部改正について」で

す。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局の藤井と申します。 

資料の３ページをお開きください。 
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吉田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号議案について、令和７年６月３日付けで山口県知事から当海区

会長あてに諮問がされています。 

内容は、水産振興課から説明をお願いします。 

 

水産振興課生産振興班の吉田と申します。それでは、第２号議案、山

県資源管理方針の一部改正ということで説明をさせていただきます。 

座って説明します。失礼します。資料のですね、４ページ目をお開き

ください。 

山口県の資源管理方針の一部改正ということで、この度、諮問をさせ

ていただきたいということでございます。 

内容といたしましては、改正漁業法においてですね、持続的に水産資

源を利用しようということで、資源管理のですね、方針を大きく変えた

というものでございまして、その内容としましては、いわゆる漁獲量の

管理を基本として資源管理をしていきましょうということになったと

いうものでございます。 

その資源管理を、TAC管理を基本とするということに伴いまして、国

においてですね、資源管理基本方針というものを定めて、都道府県にお

いてはですね、国の方針に即して都道府県の資源管理方針を定めるとい

うことになってございます。 

その中にはですね、魚ごと、資源ごとにですね、その基本方針の中で

色々と目標などを定めて、それに基づいて資源管理をしっかりしていき

ましょうという形に漁業法が改正されて、運用していくことになったと

いうことがありまして、この度ですね、特定水産資源、TAC管理で資源

管理をしていきましょうという魚種のうち、マサバ対馬暖流系群とゴマ

サバ東シナ海系群の一部修正と、それに加えて、２の（２）でございま

すけども、国においてですね、ブリについて TAC管理の対象魚種に指定

したということになりましたので、それに即してですね、県の方針を変

えるというものでございます。 

ちょっと具体的に説明をさせていただきますと、４ページの２の特定

水産資源でございますけども、まずマサバ対馬暖流系群、ゴマサバ東シ

ナ海系群でございますけども、こちらについてはですね、ゴマサバの東

シナ海系群という名称が、この度ですね、国の方でゴマサバ対馬暖流系

群という形に変更になったことから、県の方のですね、方針も名称を修

正すると、そういった変更でございます。 

続いてですね、ブリでございますけども、ブリにつきましては、国の

方でですね、ブリを TAC魚種に指定しようということで調整を進められ

ておりまして、令和ですね、６年３月に開催されたステークホルダー会

合におきまして、この度ブリが TAC対象魚種に指定されたということか

ら、県においてもですね、県の方針においても、ブリを TAC魚種として

指定するというものでございます。 
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ブリの資源管理につきましては、資料のですね、6 ページ目、7 ペー

ジ目を見ていただければと思うんですけども、従来から魚種ごとに TAC

管理をしていくと、魚種ごと、系群ごとに TAC管理をしていくという形

で進められているところでございますけども、ブリについてはですね、

１魚種１系群という形で TAC管理を進めるということから、様々なです

ね、地域によってブリの盛漁期が異なるというような状況でございまし

て、従来はですね、系群ごとの管理をするにあたっては、管理年度はで

すね、1つに統一して進めるという形になってございますけども、北の

方と南の方では盛漁期が異なるということからですね、管理年度を２月

から３月グループと７月から６月グループの２つに分けて管理するこ

とになってございます。 

で、TAC魚種のですね、指定については、もうすでにですね、国の方

で４月から運用が始まっているところでございますけれども、本県につ

いてはですね、管理期間も７月から６月のグループ、Bグループいう形

で進められている、グループに入って管理をするということになってい

ることからですね、この７月から管理するということで進められており

まして、今回ですね、この７月から始まる管理に向けて、この委員会の

中でですね、ブリを TACの県方針においても、対象魚種にするというこ

とを諮らせていただくものでございます。 

残りのですね、TAC管理については、この 7 月から進めるという形で

調整しているとこでございますけども、県内でですね、ブリの漁業をや

られてる方々、いろんな漁種にいることからですね、県内のですね、調

整も滞りなく進めているところでございまして、現場の調整にあたって

はですね、９ページ目以降のですね、資料に基づいて説明をしていると

ころでございます。 

簡単に説明しますとですね、資源管理の方法が大きく変わったという

ことで、ブリにおいてもですね、この TAC管理を始めるという話が１ペ

ージ目に書いておりまして、11 ページ目においてはですね、仮にです

ね、TAC管理が始まるんだけども、ステップアップ管理という形で新た

に TAC管理を進める魚種については、すぐにですね、厳しい漁獲量管理

をするんではなくて、ステップアップ管理という形で、まずはですね、

漁獲報告の体制を整備することで、漁獲報告だけ義務化をして、仮にで

すね、漁獲量を上回っても、このステップアップ管理期間中はですね、

最後、停止命令等の厳しい措置を行わないという形で、それに加えてで

すね、11 ページの下にありますとおり、ブリの資源状況は比較的安定

してるということで、令和５年のですね、全国の漁獲量は 8.8万トンの

ところを、ブリの漁獲量、漁獲枠はですね、全国で 10.1 万トンいう形

で進められておりまして、今の資源状況ではですね、厳しい管理は直ち

に行われないという風な形でですね、現場の方には説明しているところ

でございます。 
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森友会長 

 

 

小田委員 

 

 

 

吉田主査 

 

 

 

 

森友会長 

 

 

 

 

 

森友会長 

 

 

瀬戸内海海区の関係者がいらっしゃるところでございますけども、こ

の基調で説明したところですね、大きな反対意見はなかったというふう

に聞いております。 

いずれにしてもですね、資源状況によっては漁獲枠が縮小するという

ことで、現場にですね、色々と支障が出る可能性もありますので、引き

続きですね、そういった状況は細かにですね、現場の方に説明をしてい

きたいという風に考えております。 

で、資料の 4ページに戻っていただきまして、ちょっと説明が長くな

りますけれども、今回はですね、山口県資源管理方針の中に対象魚種と

してすでに位置付けられている、ゴマサバの名称を変更するということ

と、国の方でですね、このブリを TAC対象魚種にするということを決め

ましたので、県の方針においてもですね、新たに TAC魚種に指定すると

いう形の一部改正ということでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

ただいま説明がありましたが、委員の皆様、ご意見やご質問はござい

ませんか。 

 

 ブリについて、イワシのときだったらシラスは対象に入らないという

話があって、例えばヤズとかワカナとか、何キロからとか、ブリはどう

なのか？ 

 

 ブリの方はですね、モジャコ含め全サイズ TAC対象となっています。

カタクチイワシはシラスとカエリで、対象に入る入らないというのが議

論になりましたけど、今回は全て入るということになります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

他にございませんか。 

他にご意見等がなければ、知事からの諮問に対して「特に異議はない」

旨の答申をすることとしてよろしいでしょうか。 

 

-------------------------異議なしの声------------------------- 

 

異議なしと認めます。第 2号議案は「特に異議はない」と回答するこ

ととします。 

続きまして、第３号議案「特定水産資源（まさば及びごまさば対馬暖

流系群 、ぶり）に関する令和７管理年度における知事管理漁獲可能量

について」、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局の藤井です。資料の 24ページをお開きください。 
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藤井書記 

 

 

 

 

吉田主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3号議案について、令和７年６月３日付けで山口県知事から当海区

会長あてに諮問がされています。 

内容は水産振興課から説明をお願いします。 

 

すいません、引き続き、生産振興班の吉田から、第 4号議案、第 3号

議案ですね、説明をさせていただきます。 

それでは、説明させていただきます。 

資料のですね、25ページ目をお開きください。 

先ほど申し上げましたとおり、改正漁業法においてですね、資源管理

の基本は、TAC管理、漁獲量管理によるということになったところでご

ざいます。 

今現在ですね、TAC対象種となっていますマサバ、ゴマサバの対馬暖

流系群に加えてですね、今回、ブリについては、この 7月からですね、

管理年度が始まるいうことになっております。 

で、管理年度がですね、始まる前には、国からですね、示された、国

からはですね、30、29 ページがサバ類で、31 ページにブリの漁獲量が

通知されているところでございますけども、この通知された漁獲量につ

いてですね、山口県内でどのように配分するかということを諮問する必

要がございます。 

25 ページにお戻りいただいて、国の方からですね、配分されたもの

を県内のですね、実情に応じて、漁獲実績などに応じてそれぞれの漁業

種類に配分するという形を県の資源管理方針の中で規定しているとこ

ろでございますけども、その方針に基づいて、配分するにあたっては、

委員会に諮問するとことになってございますので、諮らせていただくと

いうものでございます。 

内容の方についてはですね、26 ページを開いていただきたいと思い

ます。 

まず、サバ類についてはですね、都道府県、山口県に割り当てられた

2,600トンのうち、中型まき網漁業については全体の 8割をですね、配

分するという形に県のですね、資源管理方針の中に規定されております

ので、その規定に基づいて 8 割を配分で、その他漁業についてはです

ね、現行水準という形で配分させていただきたいというものでございま

す。 

ブリについてはですね、国の方から 10万 1000トンという形で示され

ております。 

この 10万 1000トンというのは、山口県の漁獲枠ではなくてですね、

残りについては、ちょっと先ほど説明もありましたけども、ステップア

ップ管理という形で、今、ステップワンのですね、カテゴリーにつけら

れております。 

で、ステップワンの管理についてはですね、個別に関係都道府県に漁
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森友会長 

 

 

獲枠を割り当てるのではなくて、系群全体で管理する、ブリの場合は日

本全国の漁獲枠でまずは管理してみるという形になってございますの

で、今回はですね、山口県は全国の 10万 1000トンの漁獲枠の内数で管

理するという形になってございます。 

ですので、漁獲枠についてもですね、10万 1000トンの内数で、知事

管理区分については、山口県ぶり漁業で管理をすることで資源管理方針

に規定しておりますので、山口県ぶり漁業に 10万 1000トンの内数で管

理するという形で設定をさせていただきたいなと思います。 

続いてですね、3番目の付帯決議という形で 1点諮らせていただきた

いと思います。 

地域のですね、管理区分別の漁獲配分、サバ類で言うとですね、知事

管理区分の中型まき網とその他漁業については、こちらにですね、変更

があった場合はですね、適宜、委員会の方にですね、諮問をすることに

なってございます。 

具体的にはですね、毎年度のことなんですけども、サバ類のですね、

漁獲量に応じて、国の方がですね、留保枠という形で、漁場のばらつき

とかですね、そういったものに対応するために余裕枠を設けておりまし

て、そこからですね、適宜配分して、管理年度終わりにはですね、当初

2,600トンからですね、通常は 3000トン程度、400トン程度ですね、増

えた形で管理年度を終えるというような運用をしているところでござ

います。 

本来であればですね、その国の留保枠などから追加配分をもらった場

合はですね、その都度ですね、委員会に諮問することになってございま

すけども、そういった手続きの間にですね、山口県の中の漁獲枠を超過

するということも想定されますので、漁獲枠がですね、増えた場合にお

いては、委員会の方にですね、事後報告をさせていただきたいという内

容の付帯決議を、併せてですね、毎管理年度取っておりますので、併せ

てですね、その旨もご承認いただきたいというものでございます。 

それでですね、今回のですね、諮問については、当初申し上げたとお

り、国からですね、この令和 7年の 7月から始まる、ブリとですね、サ

バ類についての山口県の知事管理漁獲可能量の設定ということと、付帯

決議についてですね、諮らせていただきました。 

よろしくお願いいたします。 

 

説明が終わりましたが、委員の皆様から、ご意見やご質問はございま

せんか。 

 

 

----------------------------質問等なし。---------------------- 
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森友会長 

 

 ございませんでしょうか。 

意見がないようですので、知事からの諮問に対して「特に異議はない」

旨の答申をすることとしてよろしいでしょうか。 

 

----------------------------異議なしの声----------------------- 

 

異議なしと認めます。第 3号議案は特に異議はないと答申することと

します。 

続きまして、第 4号議案「新規の許可又は起業の認可および許可の有

効期間について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局の藤井と申します。資料の 33ページをご覧ください。 

第 4 号議案について、令和 7 年 5 月 28 日付で山口県知事から当海区

会長あてに諮問がされています。 

内容は水産振興課から説明をお願いします。 

 

水産振興課の大谷です。座って説明させていただきます。 

お手元資料の 34 ページをお開きください。新規の許可または起業の

認可をするときは、 制限措置や申請期間を定めて公示しなければなら

ないと規定されております。 

本日は、県内の漁業許可に係るものについて 1件、説明させていただ

きます。 

まず 1番、たい、はも、あなごはえ縄についてご説明させていただき

ます。こちらは、田布施支店の方から要望があがっているものになりま

す。許可又は起業の認可を受ける船舶の数は 2隻、船舶の総トン数 5ト

ン未満、推進機関の馬力数定めなし、操業区域は山口県内海、操業時期

は 1月 1日から 12月 31日まで、漁業を営む者の資格は、山口県瀬戸内

海側に根拠地を有するものとしております。 

2番、許可又は起業の認可をすべき期間については、令和 7年 6月 13

日から令和 7年 7月 12日までの一か月としております。 

3番、許可の有効期間についてですけれども、許可の有効期間の末日

は、既存同許可の有効期間の末日に合わせることとしております。 

つづいて、許可の条件についてですけれども、余白となっております。 

説明は以上になります。 

 

ただいま説明がありましたが、委員の皆様、ご意見ご質問はございま

せんか。 

 

--------------------------質問等なし。------------------------- 
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ないようであれば、知事からの諮問に対して「特に異議はない」旨の

答申をすることとしてよろしいでしょうか。 

 

--------------------------異議なしの声------------------------- 

 

異議なしと認めます。第 4号議案は「特に異議はない」と回答するこ

ととします。 

本日の議案は以上となります。 

続いて、報告事項に移ります。報告事項ア「全国海区漁業調整委員会

連合会令和７年度通常総会の結果について」、事務局より報告をお願い

します。 

 

水産振興課の枝廣です。 

すみません、こちらに座っていますけど、事務局の立場で説明をさせ

ていただきます。着座にて説明させていただきます。 

先月の 5 月 12 日ですけれども、山口市グランドホテルの方で全漁調

連の通常総会が開催されております。 

出席者ですけれども、来賓としまして、水産庁管理調整課の中村室長

ほか、一般財団法人東京水産振興会の長谷理事、こちら元水産庁長官で

ございます。で、あと全国の海区会長、委員、事務局職員、当海会から

は 8名ですね、皆さんにご出席をいただいておりまして、総勢 121名の

出席者となっております。 

4番の議題及び結果ですけれども、山口県での開催ということでござ

いましたので、森友会長に議長を務めていただいております。 

第 1号議案、令和 6年度事業報告書、収支決算書及び余剰金処分案の

承認についてでございますけれども、こちらは原案どおりで承認されて

おります。 

第 2号議案、令和 7年度事業計画書案及び収支予算書案の承認につい

て、こちらについても原案どおりで承認されております。 

第 3号議案、協議事項ということで、中央要望活動について審議をさ

れておりますけれども、ご覧の 7項目を国の方へ要望していくというこ

とで、異議なく承認されております。 

第 4号議案、次期通常総会の開催日でございますけれども、来年度は

東京都で開催することが決定しております。 

第 5号議案、役員の選出についてですけれども、こちら、原案どおり

で新役員が選出されておりまして、全漁連の会長としまして本県の日本

海海区の中島会長が新たに選出されておりまして、この 2年間、全漁連

の会長として務めるということが決定しております。 

次の 36 ページをご覧ください。5 番の表彰ですけれども、委員歴 10

年以上の委員 9 名、事務局職員歴 10 年以上の事務局職員 1 名が表彰さ
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れておりまして、日本海海区の若林委員と当海区の竹本委員が表彰され

てございます。 

6番の講演ですけれども、東京水産振興会の長谷理事の方から、これ

からの海区漁業調整委員会についてをテーマとして、講演がなされてお

ります。 

7 番の視察ですけれども、翌日の 5 月 13 日に、防府地方卸売市場に

おきまして、日本海海区の中島会長の方から施設概要等の説明がなされ

たほか、道の駅の潮彩市場防府ですとか、防府天満宮の方で見学が行わ

れておりまして、この道の駅潮彩市場防府においては、河内山委員にで

すね、底びきの取り組みについての質疑対応を行っていただいておりま

す。報告は以上です。 

 

ただ今、説明がありましたが、どなたかご質問はありませんか。 

 

--------------------------質疑等なし。------------------------- 

 

よろしいでしょうか。 

でしたら、続いて、報告事項イ「令和７年度漁期 における山口県小

型機船底びき網漁業と大分県姫島たこつぼとの操業調整について」事務

局より報告をお願いします。 

 

事務局の石田から説明させていただきます。 

座って説明させていただきます。 

資料の 37ページをご覧ください。  

こちらの操業調整については、平成 22 年に周防灘の３県共通海域に

おいて、本県の底びき網と姫島のたこつぼとの漁場競合が発生したこと

を端緒に、以降、毎年、河内山委員に主体となっていただいて、姫島と

操業調整を実施しているものでございます。 

今年度も 4月から 5月にかけて、河内山委員が姫島との操業調整を実

施されております。  

結果としましては、従前から姫島と交わしている申し合わせを、昨年

度とほぼ同じ内容で妥結しております。  

今回、その主な交渉ということで、資料の四角で囲ったところになり

ますけれども、姫島側から次の 2つの要望が出されております。 

まず 1 点目が、姫島からの距岸 12,000m の西側において、北緯 33 度

50分の線を基準に、線より南側を 8月 15日まで操業させてほしいとい

うものであり、2 点目が、1 点目の要望が認められない場合、上記基準

線を北緯 33 度 49 分とし、線より南側を 8 月 15 日まで操業させてほし

いといういうものになります。 

拡大の要望区域は、次のページの下部に掲載している地図の、斜線で
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國森主任 

 

 

記している場所になります。 

この海域は令和 5年 8月に、姫島が申し合わせ事項に違反して操業し

ていた海域になり、今回の要望を認めれば違反の追認になること、軽微

ではあるものの、昨年度も申し合わせ事項からはみ出した海域に姫島の

たこつぼが設置されていたことを受け、この 2つの要望に対しまして、

本県側、河内山委員の方から、いずれの要望も認められない旨回答いた

だいています。 

最終的な申し合わせの内容は、裏面のページ上部にある内容で妥結さ

れています。内容そのものは昨年度とほぼ同じですが、2点ほど変更点

があり、該当箇所に下線を引いております。 

変更点の 1点目は、以前から要望していた、姫島たこつぼの投入が終

わった場合、姫島より一番西側と一番沖側の緯度経度を報告する件につ

いて、昨年度は申し合わせ事項の中に入れず、別紙で了解の旨を姫島か

ら受けていましたが、今年度は申し合わせ事項の中に入れ込む形となり

ました。 

変更点の 2点目としましては、申し合わせの基準線について、参考と

なる緯度経度を別表としてつけています。 

今後について、この申し合わせ事項の遵守状況を見極めまして、必要

に応じて、秋に開催を見込んでおります姫島との漁業者交流会で、意見

交換をして参りたいと考えております。報告は以上になります。 

 

ただ今説明がありましたが、どなたかご質問はありませんか。 

ございませんでしょうか。 

 

--------------------------質疑等なし。-------------------------- 

 

よろしいですか。 

河内山委員、どうもお疲れさまでございました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

それでは報告事項ウ「さんまに関する令和７管理年度における漁獲可

能量変更に伴う目安数量の変更について」、水産振興課より報告をお願

いします。 

 

水産振興課生産振興班の國森です。座って説明させていただきます。 

資料の 41 ページをご覧ください。サンマにつきましては、我が国だ

けではなくて、国際資源ということで、複数の国にまたがって管理する

ということで、国際的な枠組みの中で漁獲量が設定されるものになって

おります。 

先般、令和 7年 3月に開催された国際会議であります北太平洋漁業委
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森友会長 

員会、NPFC の第 9 回年次会合におきまして、サンマの漁獲量、もう少

し減らさないといけない取り決めがなされまして、これに伴って、日本

全体の TAC が 11 万トンほどだったものが約 9.5 万トンに減少し、1 割

ほど減らされたという変更になりました。 

で、その結果として、山口県の漁獲量もこの下の表に示したとおり変

更になりましたということです。 

元々、現行水準でありましたので、現行水準から現行水準にというこ

とですので、TACの変更ということではないのですが、国からですね、

参考数量という形で目安数量が示されております。 

これが 50トン未満と示されていたものが、10トン未満ということに

変更になりましたので、その報告ということになります。 

1ページめくっていただいて、42ページが国からの通知となります。 

隣、43ページ、こちらが過去 10年間の山口県のサンマの TACの漁獲

枠と漁獲実績となっておりますけれども、もうここ数年 10 トンを超え

たことがございませんので、目安数量が 10トン未満と示されたものの、

例年どおりの漁獲であれば、超える心配はほとんどないのかなという風

に考えております。報告は以上です。 

 

説明が終わりましたが、どなたかご質問はありませんか。 

 

---------------------------質疑等なし。------------------------ 

 

では、以上を持ちまして、本日の議題は全て終了しました。 

この後、県の方では、新任委員の研修会を開催したいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

以上で本日の委員会を終了します。 

慎重なご審議ありがとうございました。 

   

（13:36 終了） 
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 上記のとおり第 23期第２回（令和７年度第２回）山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会の

議事の経過及びその結果を明確にするために、この議事録を作成し議長及び出席委員 2 名

が署名押印した。 

 

  令和７年 月 日 

 

                   議    長 

 

 

議事録署名人 

 

 

議事録署名人 

 


